
 

確
定
申
告 

が
始
ま
り
ま
す 
平成18年分 

   

　
「
確
定
申
告
書
」
は
、
ご
自
分
で

作
成
し
、
名
寄
税
務
署
窓
口
へ
持
参

す
る
か
、
郵
送
で
お
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
18
年
分
は
、
定
率
減
税
が
所

得
税
額
の
10
％
（
最
高
12
万
５
千
円
）

に
変
わ
り
ま
し
た
。 

■
確
定
申
告
相
談
・
申
告
書
受
付
期
間 

〔
所
得
税
〕 

　
２
月
16
日
(金)
〜
３
月
15
日
(木) 

〔
贈
与
税
〕 

　
２
月
１
日
(木)
〜
３
月
15
日
(木) 

〔
消
費
税
等
〕 

　
２
月
16
日
(金)
〜
４
月
２
日
(月) 

・
相
談
会
場 

　
名
寄
税
務
署
２
階
会
議
室 

・
時
間 

　
９
時
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時 

　
※
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。 

　
　
０
１
６
５
４
②
２
３
１
１ 

　
　（
個
人
課
税
部
門
） 

所
得
税
・
消
費
税
等
の 

確
定
申
告 

住
民
税
の
申
告
が 

始
ま
り
ま
す 

「
所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
書
」
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http

://w
w
w
.nta.go.jp

】

の
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
で
は
確
定
申
告
の
ほ
か
、
各
種
申
請
や
届
出

等
を
自
宅
か
ら
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
【http

://w
w
w
.e-tax.nta.g

o
.jp

】 

   

　
住
民
税
の
申
告
相
談
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る

方
に
は
「
案
内
ハ
ガ
キ
」
で
相
談
日

を
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
「
案
内
ハ

ガ
キ
」
と
関
係
書
類
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
「
案
内
ハ
ガ
キ
」
が
送
付
さ

れ
な
か
っ
た
方
で
も
申
告
の
必
要
が

あ
る
場
合
は
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。 

※
申
告
受
付
資
料
な
ど
の
都
合
に
よ

り
、
住
所
が
名
寄
市
風
連
町
の
方
は

風
連
庁
舎
で
、
そ
れ
以
外
の
方
は
名

寄
庁
舎
で
の
申
告
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
（
申
告
の
受
け
付
け
は
、
土
・

日
を
除
き
ま
す
。
） 

【
名
寄
庁
舎
】 

・
と
　
き 

　
２
月
16
日
（金）
〜
３
月
15
日
（木） 

・
と
こ
ろ 

　
名
寄
庁
舎
２
階
８
番
窓
口 

　
税
務
課
市
民
税
係 

 

【
風
連
庁
舎
】 

・
と
　
き 

　
２
月
21
日
（水）
〜
３
月
６
日
（火） 

・
と
こ
ろ 

　
風
連
庁
舎
１
階
１
番
窓
口 

　
税
務
課 

●
申
告
に
必
要
な
も
の 

①
案
内
ハ
ガ
キ
、
印
鑑 

②
給
与
・
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）
、
報
酬
・
料
金
等
の
支
払

調
書 

③
営
業
所
得
等
が
あ
る
場
合
は
収
支

計
算
書
及
び
仕
入
れ
、
売
上
、
必
要

経
費
等
の
明
細
書 

④
生
命
保
険
、
損
害
保
険
等
の
払
込

証
明
書 

⑤
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
国
民
健

康
保
険
税
等
領
収
書
等 

⑥
国
民
年
金
保
険
料
等
の
控
除
証
明

書 ⑦
身
体
障
害
者
手
帳
、
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
（
※
１
）
、
療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
保
健
福
祉
手
帳
等 

⑧
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は
振

込
先
口
座
の
わ
か
る
も
の 

 

▼
問
い
合
わ
せ 

　
税
務
課
市
民
税
係 

　
　
０
１
６
５
４
③
２
１
１
１ 

　（
内
線
３
２
０
１
〜
３
２
０
３
） 

          

※１　障害者控除対象者認定制度 
 
　次の事項に該当する場合で、市が「障害者控除対象者」と
して「認定書」を発行した方についても、所得税・住民税の
障害者控除として一定金額を所得から差し引くことができま
すので、対象となる方は申請してください。 
●対象者 
①65歳以上の方で要介護認定を受け、障害者の基準に準ずる
方 
②65歳以上の方で、６ヵ月以上寝たきりで食事・排泄等の日
常生活に支障がある方 
③前記の①・②の方を扶養している方 
 

おむつ代の医療費控除 
 
　次の対象者については、医師が発行する「おむつ使用証明書」
の代わりに、市が発行する「確認書」でも認められますので、
申請してください。 
●対象者　要介護認定を受けていて、次の３つの条件すべて
に該当する場合でおむつ使用の必要性が確認される方 
①おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方 
②おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書がある方 
③主治医意見書の内容 
●申請に必要なもの　前年のおむつ使用証明書の写し、また
はおむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降であること
が確認される書類の写し 
問い合わせ 
　高齢福祉課介護保険係　　01654③2111（内線3235） 

車庫や物置も固定資産税の 
課税対象となります 

　車庫や物置も住宅と同様、家屋と
して固定資産税が課税されます。平
成18年１月２日以降に車庫や物置を
新築された方、建て替えられた方や
滅失された方は税務課資産税係にご
連絡ください。 
問い合わせ 
・名寄庁舎２階　税務課資産税係 
　　01654③2111 （内線3204・3205） 
・風連庁舎１階　税務課　　 
　　01655③2511 （内線124） 

広報なよろ第11号　４ 


